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令和８年第１回定例会                     

（厚生文教委員会）                     

議 案 第 ２ ２ 号 資 料 

 

公民館使用料導入に関する調べ 

 

１ 小金井市公民館施設使用料導入に係る市民説明会 

⑴ 開催結果 

施  設 日      時 会  場 参加者数 

貫井南分館 
令和８年２月９日（月） 

午後６時から午後７時４０分まで 
学習室Ａ・Ｂ ２５人 

緑分館 

令和８年２月１０日（火） 

午前１０時から午前１１時４０分

まで 

学習室Ａ・Ｂ ３８人 

東小金井駅開設記

念会館マロンホー

ル※ 

令和８年２月１２日（木） 

午後２時から午後３時２５分まで 
会議室Ａ ２５人 

貫井北分館 
令和８年２月１３日（金） 

午後６時から午後７時２０分まで 
学習室Ａ・Ｂ ２７人 

公民館本館 
令和８年２月１４日（土） 

午後２時から午後３時４５分まで 
学習室Ｂ ３８人 

計 １５３人 

※ 公民館東分館臨時休館中の代替で実施 

⑵ 主な意見等（要約） 

  ア 使用料導入に係る意見等 

  （意見）公民館は社会教育奨励のための施設であり、教育は無償であるので、受

益者負担を理由に使用料を導入するべきではない。 

  （回答）公民館に導入する使用料は、民間事業者等が施設を貸し出す際に、その

機能の対価として徴収する使用料とは異なり、受益者負担の考え方による。

令和８年３月４日 

生涯学習部公民館 
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受益者負担は、公共利用を目的に、税金により設置した施設を、個人等が

使用許可を受け、私的に使用する際に、公平性確保の観点等から最低限の

使用料をいただくものである。なお、公民館の設置目的に鑑み、社会教育

に関する事業を行う団体等の使用については無料としている。 

  （意見）使用料導入に向けた今後のスケジュールを教えてほしい。 

  （回答）現在、令和８年第１回市議会定例会に関係条例を提出しており、議会で

可決後、使用料の導入が正式に決定する。使用料の徴収は、令和８年９月

使用分からを予定しており、それまでの間は現行どおり無料でお使いいた

だくことになる。使用料導入前に、公民館利用に係るルール等を定めたガ

イドライン（利用の手引）を作成し、改めて利用者向けの説明会を開催し

たいと考えている。 

  （意見）今回の説明会で出た意見等を制度に反映してほしい。 

  （回答）貴重な御意見として今後の公民館運営の参考としたい。今後作成するガ

イドライン（利用の手引）の中に、取り入れられるものについては取り入

れていきたい。 

 イ 料金に係る意見等 

  （意見）キャンセルする場合は、キャンセル料はかかるのか。 

  （回答）公民館に使用料を導入する第一義的な目的は利益の確保ではないため、

現時点でキャンセル料を徴収する予定はない。しかし、使用料導入の目的

として、安易かつ過度に施設を予約することを抑制し、効率的な運用を行

う必要があるため、直前キャンセル又は無断キャンセルに対しては、最初

は口頭による注意としつつ、状況が改善されない場合はペナルティを課す

など、検討する必要があると考える。 

  （意見）もともと予約していた時間よりも使用が短くなった場合、差額は返金さ

れるのか。 

  （回答）使用料は、予約した時間に応じた額を使用直前に窓口で納めていただき、

一度納めていただいた使用料は原則として返還しない。このため、予約す

る際は時間の設定に注意願いたい。なお、天災、設備の故障等により使用

の途中で使用できない状態になった場合は、その分の返還は行う。 

ウ 使用料無料又は減免団体に係る意見等 
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  （意見）社会教育関係団体と公民館使用登録団体の違いについて教えて欲しい。 

（回答）社会教育関係団体は、小金井市社会教育関係団体登録要綱（生涯学習課

所管）に基づき、登録の申請をしていただき、一定の要件を満たし認めら

れた団体で、継続的・計画的に社会教育に関する事業を実施する団体が該

当する。公民館使用団体は、社会教育に係る活動を行う団体として、公民

館に登録いただいている団体である。 

  （意見）連盟など上部団体のみが既に社会教育関係団体に登録している場合、未

登録の下部団体はどうなるのか。 

  （回答）下部団体についても、上部団体と同様の事業を行う団体として無料の扱

いとする予定である。 

エ 券売機に係る意見等 

（意見）キャッシュレス券売機を設置する理由は何か。 

  （回答）公民館窓口で直接現金を支払う方法についても検討したが、公民館には 

管理を委託している館もあり、土日や時間帯によっては、市の職員が不在

となる場合もある。このような中では厳格に現金を取り扱うことが難しく、

委託事業では委託料の増加も見込まれる。このため、券売機を導入するこ

とで、委託先等との直接的な金銭の授受をなくし、キャッシュレス決済機

能を搭載することで使用料を支払う皆様にとっても利便性が高いと判断し

た。イメージとしては、市総合体育館に設置されているキャッシュレス決

済機能付き券売機である。 

 （意見）現金は使えるのか。 

  （回答）現金は使用可能である。現金のほかにＰａｙＰａｙやクレジットカード

等が使用可能な券売機やキャッシュレス決済機能付き券売機である。 

 （意見）領収書は出るのか。 

  （回答）利用券と一緒に券売機から領収書を出すことを予定している。 

オ その他の意見等 

 （意見）公共施設予約システムはこれまでどおり使えるのか。 

 （回答）公共施設予約システムは従前通り使える。 

（意見）複数人での利用を予定し予約したが、当日に都合が悪くなり一人しか来

られない場合は、使用できるのか。 
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  （意見）一人での利用を前提とした予約は不可であるが、当日急遽都合が悪くな

った方がいて、結果として一人となった場合の使用は認める。 
（意見）無料の規定なども整備されており、使用料が維持管理に充てられるので

あれば、使用料導入には賛成である。 

  （意見）使用料はもっと早くから取るべきであった。今後、不適切な利用を改善

してもらいたい。 

（意見）夜間や土日の窓口職員にも、運用のルールや使用料の取扱い等について

周知・徹底しておいてほしい。 

（意見） 使用料を導入するのであれば、施設の修繕や備品の更新も行ってほしい。 

（意見）集会施設との住み分けを適切に行うべきである。 

 

２ 施設使用料導入に関し寄せられた意見、要望等 

  別紙１のとおり 

 

３ 財政効果 

 ⑴ 経緯 

公民館中長期計画に沿った有料化の場合、全５館で使用料見込額が年間数万円

程度との試算が得られたことから、効率性、効果性の観点等から課題があるとの

指摘を踏まえ、公民館運営等に要する年間の維持管理費、公民館使用団体等の利

用状況、都内及び近隣３県の他自治体の公民館における使用料の導入状況等を基

に公民館運営審議会で協議を行った。その後、令和７年８月に「小金井市公民館

の施設使用料の導入について（提言）」を受け、小金井市受益者負担基準の考え方

等に基づき、公民館の施設使用料を利用する団体に納めてもらうことが妥当であ

るとの判断に至った。 

 ⑵ 歳入見込 

   令和６年度利用状況を抽出し、対象を団体名により推測し見込んだ（別紙２の

とおり）。 

 

４ 公民館がこれまで地域課題解決に果たしてきた実績 

公民館は、昭和２１年に文部次官より「公民館の設置運営について」が通知され
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たところから始まり、昭和２４年に制定された社会教育法（昭和２４年法律第２０

７号）第２０条において、「公民館は、市町村その他一定区域内の住民のために、実

際生活に即する教育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、もつて住民の教養

の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与

することを目的とする」施設と規定されている。 

小金井市では、昭和２８年４月に小金井市公民館条例が制定されて以降、制定当

初から、各事業の企画実施を円滑にするために公民館企画実行委員を置き、市民と

ともに各種講座を企画、運営してきたことが大きな特徴である。公民館主催講座か

ら生まれた各種団体が、今でも活動を継続していることからも、住民の教養の向上、

社会福祉の増進等に一定寄与しているものと考える。また、昭和４３年に福祉会館

内に公民館が設置されて以降、本町分館や貫井南分館等の設置の変遷を経て、小金

井市公民館運営審議会における審議及び公民館企画実行委員との連携により運営

してきており、地域コミュニティの活性化、教育・文化活動の推進、地域情報の共

有・発信等、住民自治を育んできた実績がある。 

 

５ 公民館利用団体登録制度の成り立ち 

公民館をサークルや地域住民の集会等に供する仕組みは、昭和４３年に施行され

た小金井市公民館条例以来不変であるが、特に団体登録を促す規定等はなく、申請

時に団体名を申請書に記入するのみであった。また、公民館施設利用予約の仕組み

は、利用前月（後に前々月に変更）の指定された日に利用希望団体（個人を含む。）

が一堂に会し、抽選及び利用調整会を実施していた。 

この方法については、利用希望団体からは、顔が見える関係性ができるのは好ま

しいという評価があった一方、「月に一度必ず行かなければならないのは面倒」「調

整時間が長い」「直接交渉がつらい」「強い団体に押し切られる」「個人での施設利用

はふさわしくない」等の声もあった。 

平成１８年に「小金井市公共施設予約システム」が導入されることにより、利用

者がインターネットを介し予約することが可能になり、また、利用環境を持ってい

ない利用者は公民館窓口に設置した端末による予約を可能とし、また、端末操作が

不得手な団体は、インターネット抽選終了後、窓口において直接予約ができる時間

を設けることにより、利用者から一定の評価を得ることとなった。 
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その際、サークルがインターネットによる諸室予約を行うための整理及びそれま

で課題となっていた個人による公民館諸室の占有利用についての対応のため、小金

井市公民館使用団体登録要綱（平成１８年１月１１日制定）を定め、現在の利用方

法が確立された。 

 

６ 三多摩テーゼ及び公民館三階建論概要 

⑴ 三多摩テーゼ 

「三多摩テーゼ」は、昭和３０年代後半から昭和４０年代までにかけて東京・

三多摩地域公民館関係者、社会教育関係者によってまとめられ、三多摩の公民館

のあるべき姿を提唱した「住民が主役の公民館づくり」の考え方を示し、三多摩

公民館連絡協議会等が発表した一連の報告書や宣言の総称である。現在は、昭和

４９年３月に三多摩の公民館職員、社会教育関係者によって検討され発行された

報告書「新しい公民館像をめざして（東京都教育庁社会教育部発行）」を指すこと

が多い。 

中心となる考え方は「公民館は、住民の自主的な学習と自治を育てる場である」

というものであり、公民館は「貸館」ではなく、地域の人が学び、話し合い、行

動するための拠点だという考え方で、社会教育法を背景にしている。 

⑵ 公民館三階建論 

「公民館三階建論」は、昭和２０年代後半から昭和３０年代までにかけて、社

会教育関係者が実践や研究・整理の中から、公民館の機能と構造を整理した概念

を、公民館の機能を建物の三階建てに例えて説明した考え方「集まる⇒学ぶ⇒社

会を変える」という発展構造を示した。 

ア １階：集会・交流の場（誰でも気軽に集まり、つながる場所） 

イ ２階：学習・組織化（学びを深め、グループが育つ） 

ウ ３階：自治・社会参加（学習の成果を地域社会にいかす） 

 

７ 使用料減額免除の具体的取扱い 

下記について、必要に応じ規則等で定めるよう検討している。 

  ⑴ 市、教育委員会、都・国の機関等の公的機関（第１０条第１項第１号） 

⑵ 障がい者、介護者及びその支援者で構成している団体であって、公民館使用
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登録の承認を受けている団体にあっては、免除申請を受けた際ヒアリング等に

より判断を行う。（第１０条第１項第２号） 

⑶ 社会教育関係団体として承認を得ている団体並びにその下部に属している団

体。また、小金井市福祉団体補助要綱（昭和５２年７月１日制定）第２第２項

に規定されている団体（第１０条第１項第３号） 

⑷ 団体代表者及び連絡者が１８歳以下であり、かつ、連絡責任者を除く団体構

成員が主に１８歳以下で構成されている団体（第１０条第１項第４号） 

⑸ 上記⑴から⑷までに含まれない公民館使用登録団体を２分の１減額（条例第

１０条の２） 
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